
1　総括
 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）1　職員手当には退職手当を含まない。
      2　職員数は、平成22年4月1日現在の人数である。

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注）1 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
 　　　

　　　2　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

2　一般行政職給料表の状況（平成23年4月1日現在）

　　 　※水巻町の実際の支給額は平成23年特例条例により2.5％減額した額です。

1号給の給料月額

一般職

給料月額を2.5％減額

320,600

管理職手当の減額 平成21年4月1日から
管理職手当率を5％減じて支給

平成24年3月31日まで

2級

（単位：円）

3級 6級

428,600

185,800

309,200 401,300

289,200

406,500

222,900

区分

5級

最高号給の給料月額

特別職
副町長　教育長

1級

135,600

243,700

特別職　町長

給料月額を副町長3％、教育長2％減額
平成21年4月1日から
平成26年3月31日まで

（参考）類似団体平均一人当たり

千円

810,565 5,628 5,832

一人当たり給与費　　計　　Ｂ

千円

給与費 B/A

千円

給料月額の減額

削減措置

給料月額の減額

547,999

千円

平成23年4月1日から

72,937 189,629

内容

人　

29,823 8,134,716

職員数

　　　　　　Ａ 給　 料

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

職員手当

22年度

144

実施期間

人

平成26年3月31日まで

（参考）

区　　分

15.5

22年度 　　　　　　　千円

21年度の人件費率

人 件 費 率実 質 収 支区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（22年度末）

水巻町の給与・定員管理等について

人 件 費

　　　　　　Ｂ

　　　　　　　　　　　％

17.2

Ｂ／Ａ

　　　　　　％

271,367 1,264,547

　　　　　千円 　　　　　千円

千円 　　　　　千円

期末・勤勉手当

4級

360,400

261,900

給料月額の減額
平成22年1月1日から 給料月額を30％減額　平成22年4月の

み35％減額

(H18) 

99.4 

(H18) 

95.0 
(H18) 

93.5 

(H23) 

99.5 

 

(H23) 

97.0 
(H23) 

95.3 

90

95

100

105

水巻町 類似団体平均 全国町村平均 

（例） 
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3　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成23年4月1日現在）

　　　　1一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　2技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）1　「平均給料月額」とは、平成23年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、　　 
　　　　などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。

（2) 職員の初任給の状況（平成23年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

※水巻町の実際の支給額は平成23年特例条例により2.5％減額した額です。

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成23年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

※      経験年数とは、卒業後直ちに採用された場合は採用後の年数を、採用前に民間などに勤務した

経験がある場合は、その期間を換算し、採用後の年数に換算した年数をいいます。
※平成23年度地方公務員給与実態調査に基づくものです。

技能労務職

-

137,500 －

高　校　卒

経験年数10年以上15年未満

257,300

経験年数15年以上20年未満

高　校　卒

区　　　　分

285,500

308,100

288,700

330,000一般行政職

該当者なし

172,200

経験年数20年以上25年未満

140,100

365,900

330,200

144,500

区　　　　　分

平均年齢区　　分

大　学　卒

40.6

高　校　卒 144,500

137,200高　校　卒

技能労務職 271,300

う ち 給 食 調 理 員

平均給与月額

386,339

区　　分
平均年齢

水巻町

水巻町

42.9

312,942

43.6

310,951

425,466福岡県

国

類似団体

42.3

172,200大　学　卒

288,731

52.3

41.3

一般行政職

357,132

平均給料月額

344,975

324,842

平均給与月額

（国ベース）

327,205

平均給料月額

46.7 352,451

-

341,283

383,157

397,723

平均給与月額平均給与月額

352,451

331,127 331,127

（国ベース）

392,010

299,731

321,662

389,825

307,572318,629

国福　岡　県

178,800

299,731

370,559

う ち 電 話 交 換 手

福岡県

303,544水巻町 44.9

類似団体 290,48748.7

国

340,170

283,86249.5
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4　 一般行政職の級別職員数の状況（平成23年4月1日現在）

（注）1　水巻町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

5　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（2) 退職手当（平成23年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（定年前早期退職特例措置　　2～20％加算　　） （定年前早期退職特例措置　　2～20％加算　　）

1人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、平成22年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

平成21年度より廃止

 (4) 特殊勤務手当

平成18年度より廃止

―

3　　級

2　　級

区　　分

41.34

59.2859.28

23,736

59.28

43
主任の職務

59.28

59.28

2.601.35

47.50

59.28

33.50

47.50

41.34

30.55 23.50

33.50

構成比

6

26

　　　　　　　　％

1,580

13

6

29

　　　　　　　　人

相当高度の知識又は経験を必要とする
業務を行う主事の職務

　　　　　　　　％

11

標準的な職務内容

国

39

　　　　　　　　％　　　　　　　　人

2.60

1,355

　　　　　　　　人

12

1人当たり平均支給額（平成22年度）

6　　級

会計管理者、課長、主幹（これに相当す
る職を含む。）及び課長補佐の職務

水　　　　巻　　　　町

定期的な業務を行う主事の職務

会計管理者、課長、主幹（これに相当す
る職を含む。）の職務

5　　級

係長及び主査の職務4　　級

1　　級

　　　　　　　　人

職員数

7

1.35

0.65

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

14

1.35

福　　　　　岡　　　　　県

2.60

1人当たり平均支給額（平成22年度）

1.45

　　　　　　　　％

30.55

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　　・役職加算　　5～15％

23.50

0.651.45 1.45 0.65

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　　・役職加算　　　 5～20％
 　 ・管理職加算　10～25％

水　　　巻　　　町 国

　　　　　　　　％

5

　　　　　　　　％

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　　・役職加算　　　 5～20％
 　 ・管理職加算　10～25％

1級 

11.0% 
1級 

9.1% 1級 

2.5% 

2級 

6.0% 

2級 

6.4% 

2級 

6.1% 

3級 

39.0% 
3級 

41.8% 3級 

40.9% 

4級 

26.0% 

4級 

23.6% 4級 

29.6% 

5級 

5.0% 5級 

6.4% 

5級 

9.6% 

6級 

13.0% 

6級 

12.7% 

6級 

11.3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成23年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比 
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（平成23年4月1日現在）

円

円

円

円

※管理職手当の（　）内は、減額措置を行う前の数値です。

6　特別職の報酬等の状況（平成23年4月1日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （1期の手当額） （支給時期）

給料月月額（536,200円）×在職年数×5．1（任期毎）

給料月月額（622,000円）×在職年数×3（任期毎）

給料月月額（580,000円）×在職年数×2.7（任期毎）

(注）1　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     2　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

（平成22年度決算）

8,128

-

8,546

603,340

909,000

（参考）類似団体における最高／最低額

平均支給年額

165,564

国の制度と

一部異なる

借　家
　借家などの住居にかかる費
用を負担している職員に対し
て月額27,000円を限度に支
給。
持　家
　住居を所有する世帯主であ
る職員に対して月額4,500円を
支給。

区 分

市 区 町 村 長

91,324通勤手当

管理職手当

430,000

職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 22 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 平 成 21 年 度 決 算 ）

支給職員1人当たり

766,000

課長・主幹職
　月　給料月額の10％
（15％）
課長補佐職
　月　給料月額の 6％
（11％）

28,570

配偶者13,000円、他の扶養親
族6,500円、配偶者無扶養の
第1子は11,000円。満15歳に
達する日後の最初の年度始め
～満22歳に達する日以後の年
度末までの子1人につき、
5,000円加算。

異なる内容との異同
国の制度

報

酬

副 議 長

-

298,000

副 町 長

支 給 実 績 （ 平 成 22 年 度 決 算 ）

内容及び支給単価

　　（平成22年度年度支給割合）

同じ

手　当　名

副町長

市区町村長退
職
手
当

期
末
手
当

議 員

議 員

住居手当

扶養手当

職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 21 年 度 決 算 ）

市 区 町 村 長

備　　　　考

教育長

副 町 長

教 育 長

議 長

副 議 長

279,000

特別職加算　　　20％

400,000

　　（平成22年度支給割合）

2.95

565,500

580,000

622,000

持家

　国は、持家に対し

ての支給なし

交通機関利用
は同じ。
交通用具利用
者は、使用距
離に応じて、
月額2,000円
～20,900円を
支給。

一部異なる

交通機関利用者
　交通機関を利用している職
員に対してはその運賃等に応
じ、最高55,000円を限度に支
給。
交通用具利用者
　自家用車等を利用している
職員に対しては、その通勤距
離に応じ、月額3,600円～
9,100円を支給。

750,000

536,200

336,000

給

料
教 育 長

議 長

270

－ 14,702

12,417

支給実績
（平成22年度決算）

35,735

千円

284

227,000

182,000

229,711

千円

千円

371,573

311,500

千円

76,700

給 料 月 額 等

499,000

157,000

2.95

特別職加算　　　20％
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7　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年4月1日現在）

衛生部門での業務が合わなかった者を総務課へ配置換え

衛生部門での業務が合わなかった者を総務課へ配置換え

＜参考＞

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人）

生徒数減等に伴う少人数対応教職員減

学校給食業務・学校用務員業務を民間委託

学校給食事業見直しに伴う業務増

＜参考＞

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人）

＜参考＞

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）1　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　2　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（平成23年4月1日現在）

　

（3）　職員数の推移

（単位：人・％）

（注）1　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

（△ 0.9)

（△ 32.5)

（△ 9.0)

116

15

教　育

一般行政

主な増減理由

△ 6

△ 14普通会計計

人

56歳

22年

150

115

27

4.76

△ 13

△ 20157

18年

11

15

142

34

55歳43歳

（△ 11.3)

15

116

15

総合計

20年 21年

36歳

過去5年間の増減数

（率）

（△ 28.6)

15

157 △ 3

3.86

5.04

6.73

12

30

10 0

153

17

30

人 人

145

人

331

35歳

19年

170 160

23年

区　分

～

未満

24歳

156

28歳

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

23歳

20歳 20歳

31歳

職員数
5

人

172

公営企業会計計

156

37

人

15 22

177

15

160

21

119

11

合　　計

～

115

～

32歳

51歳

4

[       206       ］ [       206       ］

38

4

142

165

15

△ 3

22

24
115

11

115

1

115

40

　　　　　　　　　　　　年度

部門別

その他

47歳

水道

小　計

小　計

総務企画

民生

計

一
般
行
政
部
門

教育部門

145

議会

税務
22

12

衛生
22

商工

　　　　　　　　　　区　　分

　部　　門

普
通
会
計
部
門

土木

△ 1

37

平成23年

職 員 数

3

24

14
農林水産

1

15

以上

△ 327

～ ～

計

44歳

～

5.26

52歳

3

156

27歳

～

28

[           ］

40歳

人

～

人

60歳
48歳

～

59歳

平成22年

1

1

39歳

～

対前年
増減数

36

人 人

△ 1

人 人

16

人
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8　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　1 職員給与費の状況

ア　決算

区　　分 職員給与費 　（参考）

　　　　　　Ｂ／Ａ

平成

22年度

区　　分

　　　　　　　

平成

22年度

（注）1　職員手当には退職給与金を含まない。
      2　職員数は、平成21年3月31日現在の人数である。
イ 特記事項

2 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成23年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 3 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

1人当たり平均支給額（平成22年度）

千円　 千円　

（平成22年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分

（ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（平成23年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（定年前早期退職特例措置　　2～20％加算　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

1人当たり平均支給額　　　　 該当無し 1人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、平成22年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ 地域手当

平成21年度より廃止

エ　特殊勤務手当

平成18年度より廃止

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

2.60 1.35

1.45 0.65

管理職手当の減額
一般職

（注）　23年4月から一般職職員の給料月額を2.5％減額

内容

特別職　町長 給料月額の減額
平成22年1月1日から

平成24年3月31日まで

平成23年4月1日から

給料月額を副町長3％、教育長2％減額

平成21年4月1日から
管理職手当率を5％減じて支給

給料月額を2.5％減額

特別職
副町長　教育長

給料月額の減額
平成21年4月1日から
平成24年3月31日まで

91,519

　　　　給与費 　　B/A

6.2

千円

平成26年3月31日まで

給料月額を30％減額　平成22年4月の
み35％減額

1,510

実施期間

％

職員給与費比率

5.9

千円

6,173

1,516

給料月額の減額

43.6 339,519

人

4

区分 削減措置

職員1人当たり平均支給年額（平成23年度決算）

支給実績（平成22年度決算）

30.55

59.28

支給実績（平成23年度決算）

33.50 41.34

47.50

水　　　巻　　　町

535,892

821

水巻町（水道事業）

1人当たり平均支給額（平成22年度）

59.28 59.28

一人当たり

平成21年度の総費用に占

Ｂ　Ａ  

549,458

　　　　千円 千円　

　質収支

総費用

32,652

給　 料

千円

546,315

千円

494

205

期末・勤勉手当

％

総費用に占める

　　計　　Ｂ

25,955

基本給

17,196

職員手当

める職員給与費比率

職員数

　　　　　　Ａ

水道事業（団体平均）

水巻町

団体平均

平　均　年　齢 平均月収額区　　分

362,10045.6

2,586

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円　

純損益又は実

6,443

職員1人当たり平均支給年額（平成22年度決算）

（参考）団体平均

一人当たり給与費

　　　　　千円

23.50

14,981

水道事業　（団体平均）

2,471

千円

6,489
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カ　その他の手当（平成23年4月1日現在）  

円

円

円

円

※管理職手当の（　）内は、減額措置を行う前の数値です。

9　職員福利厚生事業の状況

（1）健康診断等

（2）健康に関する研修会、カウンセリング等

○　メンタルヘルス研修会（年1回）　 23年度実施「笑いヨガ」

22年度実施「メンタルヘルス不調に求められる職場の支援」

○健康相談（保健師）年7回

○健康相談（産業医）年12回

（3）職員厚生会

水巻町職員厚生会は、地方公務員法第42条に基づく職員の福利厚生事業を実施するために条例により設置している

ものです。

《会員数》　　 177人

《事業内容》

○福利厚生事業（会費及び町補助金により実施）

脳ドック助成、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種補助、同好会助成

○慶弔給付事業

結婚祝金、出産祝金、死亡弔慰金、入院見舞金他

《平成22年度職員厚生会決算》

（収入） （支出）

（平成22年度決算）
平均支給年額

支給職員1人当たり

交通機関利用者
　交通機関を利用している職
員に対してはその運賃等に応
じ、最高55,000円を限度に支
給。
交通用具利用者
　自家用車等を利用している
職員に対しては、その通勤距
離に応じ、月額3,600円～
9,100円を支給。

配偶者13,000円、他の扶養親
族6,500円、配偶者無扶養の
第1子は11,000円。満15歳に
達する日後の最初の年度始め
～満22歳に達する日以後の年
度末までの子1人につき、
5,000円加算。

住居手当

同じ

-

管理職手当 同じ

-

扶養手当

手　当　名

同じ 1,109

支給実績
（平成22年度決算）内容及び支給単価

千円

一般行政職
の制度と異
なる内容

369,500

114,225千円

借　家
　借家などの住居にかかる費
用を負担している職員に対し
て月額27,000円を限度に支
給。
持　家
　住居を所有する世帯主であ
る職員に対して月額4,500円を
支給。

同じ

一般行政職
の制度との
異同

49,800

0 千円

165人

千円199

0

-

12,098,930

繰 越 金

福祉協会補助金 事務費

慶弔給付事業

合　計

雑 収 入

合　　計

1,162,991

予備費649,148

区分 受診者数

全職員（嘱託職員含む）

会　　費

定期健康診断（年1回）

4,850,844

2,490,000

2,470,000

10,615,798

決算額（円）

1,061,276

決算額（円）

福祉協会等負担金

0

457

通勤手当

町補助金等 福利厚生事業費 2,213,678

4,055,725

3,761,066

対象者

-

課長・主幹職
　月　給料月額の10％
（15％）
課長補佐職
　月　給料月額の 6％
（11％）
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